


家電リサイクル法対象機器(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類

乾燥機、エアコン）、パソコン、ワープロ、電子レンジ、電池、電球、

蛍光管、ビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、袋、箱、

小型家電を分解したもの

事業所で使われていたもの
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